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は じ め に

本書は、藤岡第一中学校ＰＴＡ活動にあたって、年度始めの資料とすると
ともに、本校ＰＴＡ会員共通の手引きとなるように作成したものです。
皆様が、生徒たちについて、学校について、ＰＴＡについて考えるとき、

まず、本校ＰＴＡの目的や組織・活動内容について知る手引きとしてお読み
ください。
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Ⅰ 学校教育目標並びにＰＴＡ取り組みの方針

１ 学校教育目標

《 考える生徒 やりぬく生徒 助け合う生徒 》

＜ 知 徳 体 ＞の調和のとれた人間性豊かな生徒の育成に努める。

２ めざす学校像

《 生き生きと学び合う学校 》

「 力を合わせてがんばる学校 」
教師と生徒、生徒同士、教師同士、学校と保護者や地域の方々との信頼関係が構築

され、何事にも協力し合える学校

「 明るい学校 」
生徒が本来持っている明るさを失うことなく、学校生活を楽しめる学校

「 美しい学校 」
生徒たちが、基本的な生活習慣を身に付け、正しい言葉遣いや落ち着いた生活が

でき、学校全体に思いやりあふれた人間関係が構築された学校

３ 本年度も「形」から入り，「心」を育み，基礎学力の向上に日々取り組む

(1) 明るいあいさつ

(2) 無言集合，無言清掃

(3) 家庭学習の習慣化

Ⅱ ＰＴＡ取り組みの方針

１ 《 かかわろう、参加しよう 》

全員が自覚と責任をもって教育にかかわり、参加することに努める。
そのためには
< 知ることから始めて 一緒に考えて 小さくても始めよう >

「知ることから」 ・今家庭、学校、地域に求められていることはなんなのか？
・家庭や地域、学校の責任は？ ・新しい指導要領は？
・学校の教育方針は？ ・学校活動、経営は？ ・教師や人材は？
・自ら正しく判断し行動するために、まず知ることから始めよう。

「一緒に考えて」 ・学校や地域活動、ＰＴＡ活動に参加し、話し合い、問題があれば
協力してどうすれば良いか考えよう。

「小さくても始める」・小さくてもできることから、目標や責任を明らかにして実行
しよう。

２ 本年度は、以下に重点をおいて取り組む

(1) 学校行事や学年・学級活動への会員参加を高める。
とちぎ未来アシストネット活用事業への積極的な協力

(2) ＰＴＡ活動の意味や目的、今にふさわしい内容、やり方を十分に検討し、話し合っ

て実行する。（生涯学習課とタイアップして外部講師の招聘）

(3) 知る・知らせる活動を活発にする。

(4) マイチャレンジへの協力
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Ⅲ ＰＴＡの概要について

１ ＰＴＡの目的

生徒の健全な育成のために、学校、家庭、地域の教育力の向上、教育環境の整備な

どにむけ、保護者と教職員が課題を共有し、協力し、自主的に活動を行う。

２ 会 員

本校在学生徒の保護者と教職員

３ ＰＴＡ活動のテーマ

(1) 学校行事や学年・学級活動への参加と協力

(2) 「ＰとＴ」の資質の向上

(3) 「心と体」の健康増進

(4) 安全・安心な生活環境づくり

(5) 活動の広報と会員同士のコミュニケーションづくり

４ 活動内容

(1) ＰＴＡが主催して行う行事や活動

ア 一中祭売店 イ 藤光新聞発刊 ウ 会員研修

(2) ＰＴＡが参加・協力する行事

ア 学校行事や学年・学級活動

・体育祭、一中祭など学校行事

・授業参観、学級懇談、学年研修など学年・学級行事

イ 市や地域の行事

・栃木市ＰＴＡ連合会の活動

・市Ｐ（藤岡ブロック）、県Ｐ主催の研修・研究会への参加

・初市巡回、交通安全運動期間中の立哨指導

(3) ＰＴＡが助成・後援する学校活動

ア 部活動 イ 生徒活動 ウ 個別支援学級活動 エ 環境美化 など

５ 会 費

会費 保護者1世帯、教職員1名あたり、年間5,000円

※ 内訳 ・ＰＴＡ活動費: 2,500円 ・学校活動協力費: 2,500円（助成・後援）

６ 活動組織

ア 本部役員会 イ 学級学年委員会 ウ 専門活動部会

７ 議決機関

ア 総 会 イ 本部役員会
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◆ ＰＴＡ組織図
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◆ 平成２８年度ＰＴＡ事業

日付 活動 内容 備考

１．ＰＴＡ活動内容

（１）ＰＴＡが主催して行う行事や活動

5/11 会員研修等 研修会・講演会 研修

10/22 一中祭 模擬店協力 学級、地区

年 間 藤光新聞発刊 年２回発刊 広報

（２）ＰＴＡが参加・協力する行事

ア 校内行事・活動

4/27 授業参観・懇談（１年） 年初の学級活動 学級

7/ 4

4/27 同 （２年） 同 学級

12/15

4/27 同 （３年） 同 学級

10/ 7

6/11 体育祭 運営協力､競技参加､巡回 全学年

10/22 一中祭 運営協力 本部役員

7/ 4 学年研修 （１年） １年

10/12 学年研修 （２年） ２年

10/ 7 学年研修 （３年） ３年

11/ 9 持久走大会 生活安全

11/14 校内公衆電話設置 本部

イ 市・地域の行事

期間中 交通安全週間 立哨協力 生活安全

2/11 初市 巡回協力 生活安全

ウ 藤岡ブロックＰＴＡ活動

5/16 藤岡ブロック第１回役員会 会議 会長・教頭

11/ 1 藤岡ブロック第２回役員会 会議 会長・教頭

12/ 3 藤岡ブロック研修会 講話等 全

エ 市・県Ｐ主催研修・研究活動

5/20 市Ｐ連総会 会議 会長・本部役員

5/26 下地区ＰＴＡ指導者研修会 人権フォーラム 研修部

6/12 県Ｐ連総会 会議 会長

7/30 下地区ＰＴＡ指導者研修会Ⅰ 講話 研修部

10/18 下地区ＰＴＡ指導者研修会Ⅱ 講話 研修部

11/ 8 子育てセミナー 講話 本部・教頭

11/12 とちぎ教育振興大会 講話 会長

10/22 栃木市ＰＴＡ大学(市家庭教育講演会) 講話 本部役員
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◆ 平成２９年度 ＰＴＡ事業計画

日付 活動 内容 備考

１．ＰＴＡ活動内容

（１）ＰＴＡが主催して行う行事や活動

10/21 一中祭 模擬店協力 学級、地区

年 間 藤光新聞発刊 年２回発刊 臨時号 広報

（２）ＰＴＡが参加・協力する行事

ア 校内行事・活動

4/26 授業参観・懇談（１年） 年初の学級活動 学級

7/ 3 学年懇談会

4/26 同 （２年） 同 学級

12/14 学年懇談会

4/26 同 （３年） 同 学級

9/29 私立高校説明会

10/27 県立高校入試説明会

6/10 体育祭 運営協力､競技参加､巡回 全学年

10/21 一中祭 運営協力 本部役員

7/ 3 学年研修 （１年） １年

10/11 学年研修 （２年） ２年

9/29 学年研修 （３年） ３年

11/15 持久走大会 生活安全

イ 市・地域の行事

期間中 交通安全週間 立哨協力 生活安全

2/ 10 初市 巡回協力 生活安全

ウ 藤岡ブロックＰＴＡ活動

5/ 9 藤岡ブロック第１回役員会 会議 会長・教頭

11/ 藤岡ブロック第２回役員会 会議 会長・教頭

12/ 2 藤岡ブロック研修会 講話等 全

市・県Ｐ主催研修・研究活動

5/19 市Ｐ連総会 会議 会長・本部役員

5/ 下地区ＰＴＡ指導者研修会 人権フォーラム 研修部

6/11 県Ｐ連総会 会議 会長・教頭

6/29 下地区ＰＴＡ指導者研修会Ⅰ 講話 研修部

10/17 下地区ＰＴＡ指導者研修会Ⅱ 講話 研修部

11/8 子育てセミナー2017 講話 本部・教頭

11/ とちぎ教育振興大会 講話 会長

7/28 栃木市ＰＴＡ大学(市家庭教育講演会) 講話 本部役員
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◆ ＰＴＡ活動ノート

月
学校・地域行事 ◇：参加・協力 ・予定行事

学 校 行 事 1年 学年学級 2年 学年学級 3年 学年学級 部活関連行事 町や地域の行事

4 ・新任式・始業式 ・桜祭り

◇入学式(10) 第１回学年委員会 第１回学年委員会 第１回学年委員会 ･栃木支部大会 ・ﾊﾞﾙｰﾝﾚｰｽ

◇ＰＴＡ総会(26) (19) (19) (19) 4/16･17･23･24

授業参観･学級懇談会 授業参観学級懇談会 授業参観学級懇談会 授業参観学級懇談会 5/4･5･6

5 ・家庭訪問(2～) ◇春の交通安全運動

・中間テスト ・校外学習 ・修学旅行 ・みずｳｫｰｸ

(25･26) (19) （5/18～20）

6 ・体育祭（10） ・県春季大会

・期末テスト ・マイ・チャレンジ (2～4)

(28～30) （20～22）

7 ・第１学期終業式 授業参観・学級懇 ・総体地区予選

(20) 談会(3) (21～23)

・夏季休業 ・総体県予選

(28～30)

8 ・夏季休業 ・関東大会 ◇ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

9 ・第２学期始業式(1) ・地区新人大会 ◇秋の交通安全運動

・合唱コンクール（13） ◇高校説明会 (22～24)

◇高校説明会(29) （29）

10 ・中間テスト(5･6) ・吹奏楽定期演奏会 ・渡良瀬ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ

◇一中祭(21) ◇一中祭(21) ◇一中祭(21) ◇一中祭(21) ・県新人大会 ・福祉祭

◇高校説明会（27） ◇高校説明会 (13･14)

・三者面談(30～) （27）

11 ・三者面談(～8) ・わたらせ風の子

・期末テスト 音楽祭(8)

(21～24)

・持久走大会（15）

12 ・生徒会役員選挙 授業参観・学級懇

・第２学期終業式 談会(14)

(25)

1 ・第３学期始業式

(9) ・スキー宿泊 ・私立高校入試

・ 3年学年末テスト 学習

(25･26) （ 1/21～23）

2 ・学年末テスト ・栃木県立高校 ◇初市(10)

１・２年 特色選抜入試

(14～16)

3 ◇卒業式(10) ・１･2年学力 ・１･2年学力 ・栃木県立高校

・修了式(23) テスト テスト 一般入試(7･8) ・遊水地ヨシ焼き

・春季休業 ◇卒業式(10)

・離任式
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学校・地域行事 ◇：参加・協力 予定行事

月 本部 研修 生活安全 広報 地区理事 地域ＰＴＡ関連行事

4 ◇入学式参加(10)

旧本部役員会(14)

新旧役員会(19)

◇授業参観・ＰＴＡ ◇春の交通安全運動

総会・学級懇談

会(26)

5 ◇藤岡ブロック連絡会(9)

◇本部役員会(25) ◇専門部会 ◇専門部会 ◇専門部会 ◇市Ｐ連総会(19)

(25) (25) (25) ◇下地区人権教育研修会()

6 ◇体育祭準備(9) ◇県Ｐ連総会(11)

◇下地区小中高校ＰＴＡ連絡会総会(29)

◇下地区ＰＴＡ指導者研修会Ⅰ(29)

7 ◇栃木市ＰＴＡ大学(28)

(栃木市家庭教育講演会)

8

◇下地区少年の主張

9 ◇本部役員会 専門部会 専門部会 専門部会

(14) (14) (14) (14)

◇秋の交通 ◇藤光新聞

安全運動

10 ◇本部役員会(5) ◇専門部会 ◇専門部会 ◇専門部会 ◇下地区ＰＴＡ指導者研修会Ⅱ

(5) (5) (5) (17)

◇一中祭準備(20) ◇一中祭準備 ◇一中祭準備 ◇一中祭準備 ◇一中祭準備

(20) (20) (20) (20)

◇一中祭協力(21) ◇一中祭協力 ◇一中祭協力 ◇一中祭協力 ◇一中祭協力

(21) (21) (21) (21)

11 ◇本部役員会(2) ◇持久走大会 ◇藤岡ブロック連絡会( )

協力(15) ◇とちぎ教育振興大会( )

◇子育てセミナー２０１７(8)

12 ◇藤岡ブロック研修会(２)

1 ◇下都賀地区小中高PTA連合会研修会（ ）

◇本部役員会(18)

2 ◇初市見回り ◇とちぎ未来アシストネットボランティア交流会(3)

◇本部役員会(22) (10) ◇藤光新聞

3

◇卒業式参加(10)
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藤岡第一中学校ＰＴＡ会則

第１章 総 則
第１条 本会は藤岡第一中学校ＰＴＡといい事務局を同校内に置く。
第２条 本会は保護者等と教職員が協力して、教育と教育的環境を良くすることにより

生徒の健全な成長を図ることを目的とする。
第３条 本会は前条の目的を達成するため次の活動（以下「事業」という）をする。

１．会員の資質の向上に関すること。
２．学校及び地域との連携を図りながら教育的環境の整備に関すること。
３．学校教育活動への協力（助成・後援）に関すること。

４．会員相互の親睦・コミュニケーションに関すること。
５．その他本会の目的達成に必要なこと。

第２章 会 員
第４条 本会は藤岡第一中学校に在籍する生徒の保護者等及び教職員をもって会員とす

る。
第５条 会員は所定の会費を納入する。

第３章 役 員
第６条 本会に下の役員を置く。

１．会 長 １ 名
２．副会長 若干名
３．理 事 ６ 名 （各地区と各学年選出）
４．会 計 ５ 名 （教職員２名と各地区１名選出）
５．事務局長 １ 名 （教 頭）

６．学年委員長 ３ 名 （学級委員より選出）
７．常任顧問 １ 名 （校 長）
８. 臨時顧問 若干名 （前会長、副会長）

第７条 役員の選出方法は細則に定める。
第８条 役員の任期は１年間とする。ただし、再任は妨げない。

第９条 役員の任務は次のとおりとする。
１．会長は本会の代表責任者として会を統括する。
２．副会長は会長を補佐・代理し会の円滑な運営を図るとともに、各部において
理事と活動する。

３．理事は本会事業及び専門活動部会の事業等における執行リーダーとする。
４．会計は本会運営に係る会計事務等を処理する。

５．学年委員長は本会並びに学年事業を執行する。
６．常任顧問は本会の運営全般を補佐する。
７．臨時顧問は、本会の求めに応じて指導、助言を行うことができる。

第４章 会計監査
第10条 本会の適切な会計を監査するため監事若干名を置く。

２．監事は前年度の会長・副会長（会長選出小学校区）が務める。
３．任期は役員の任期に準ずる。

第５章 機 関
第11条 本会に次の機関を置く。

１．総会

２．本部役員会
３．学級学年委員会
４．専門活動部会
５．地区委員（連絡員）

第12条 総会は、本会の最高議決機関であり、定期総会と臨時総会とする。
２．定期総会は、年度当初に前年度の事業報告・収支決算並びに当該年度の予算

案を審議するとともに役員の承認及び会則改正等重要な案件を決議する。
３．臨時総会は、会員の開催要求を受け会長が招集することができる。
４．総会は出席会員をもって成立し、出席者の過半数の同意をもって議決する。
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５．議長は総会の出席会員の中から選出する。
第13条 本部役員会は、会長・副会長・理事・会計・事務局長・常任顧問をもって構成

する。
２．本部役員会は、学級学年委員会等と連絡調整を図りながら、会の運営全般を
職掌するとともに緊急事項の処理についても特別措置をとることができる。
ただし、その結果を次期総会に報告しなければならない。

第14条 学級学年委員会は、学級学年委員と学年担当教職員をもって構成し、各学年ご

とに委員長各１名を置く。
２．学級学年委員会は、細則に定める目的達成のため、本部役員会並びに専門委
員会等と連携を図りながら事業を推進する｡

第15条 専門活動部会は、各委員会担当学年学級委員と担当教職員をもって構成し、本
部役員理事が委員長となる。
２．専門活動部会は、細則に定める目的達成のため、本部役員会並びに学年学級

委員会等と連携を図りながら事業を推進する｡
第16条 地区委員(連絡員)は、各小学校区各地区より１名を選出し、本ＰＴＡ活動と小

学校区（地域）との連絡・連携にあたるものとする。
第17条 特別な事項を調査・研究するため、会長は特別専門委員会を設け委員を委嘱す

ることができる。ただし、任務完了をもって解散する。

第６章 会費及び会計
第18条 本会の経費は、会費・その他の収入をもってあてる。
第19条 会費は本会の活動費と学校活動協力費を合わせた年額５，０００円とする。

２．内訳は、本会活動費に２，５００円、本校活動への協力（助成・後援）費に
２，５００円とする。

３．納入方法は、原則として一期全納する。
第20条 本会の資産は、第２条の目的達成以外に使用してはならない。
第21条 会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

第７章 細則及び会則改正
第22条 本会の運営を円滑にするため細則を設けることができる。
第23条 本会の会則改正は総会の決議による。なお、本会の事業運営及び運用に係る会

則・細則の運用（制定又は改廃）については、会則に反しない限り本部役員会の

議決で足りるものとする。ただし、次期総会に報告しなければならない。

藤岡第一中学校ＰＴＡ細則

第１章 役員等の選出について
第１条 本会の健全な発展と円滑な運営を図るためには民主的な役員選出が望まれるた

め、次のとおり選出方法の目安を定める。

第２条 本部役員の選出は次のとおりとする。
１．候補者の選出

当該年度の会長・副会長が世話役として、３月上旬までに、小学校区ごとに

地区代表委員会等を開催し、各小学校区代表役員候補者（副会長男女各１名、

専門部委員長候補理事１名、会計１名）を選出する。

２．会長候補者の選出

(1) 当該年度の３月中旬までに本部役員会を開き、会長・副会長が中心となり

新会長適任者を選出する。

３．専門部委員長候補理事の選出

(1) 小学校区ごとに別表①の地区ローテーションにより委員長候補理事１名を

選出する。

第３条 学級学年委員の選出は次のとおりとする。
１．新学級編成後速やかに紙上投票をもって、まず、各学級ごとに各小学校区よ
り１名ずつ学級委員を選出する。なお、開票事務は本部役員が行う。
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２．学級委員の互選により学級委員長（学年委員とする）を選出するとともに、
別表②により学級委員それぞれの担当専門活動部会を決定する。

３．学年の学級委員長（学年委員）の互選により、各学年の学年委員長１名を選
出する。なお、学年委員長は、理事として本部役員となる。

第４条 地区委員(連絡員)の選出は次のとおりとする。
１．各小学校区の地区ごとに３月末日までに地区委員(連絡員)を選出する。

第２章 学級学年委員会細則
第１条 本会の目的にそって生徒の健全な成長を図るため、主として学級・学年におけ

る生徒の学習・生活・進路等に関する研修並びに本会事業への積極的な協力・参
加に努める。

第２条 学級学年委員会の活動は次のようなものが考えられる。

１．学年、学級に応じた研修に関する活動
(1) 各学年・教科及び学校指導方針理解に関すること
(2) 学級・学校と連携した家庭教育に関すること等

２．学年学級経営 、学年学級行事等への協力・参加に関する活動
(1) 生徒と保護者等そして教師を結ぶ行事等の開催等

(2) 学級ＰＴＡ、懇談、学年研修、学校行事等への援助・参加・協力等
第３条 学級学年委員会の会議は、なるべく定期的に開催し継続させていくことが望ま

しい。なお、必要に応じて本部役員に出席を求めることができる。

第３章 生活安全委員会細則

第１条 本会目的達成のため、安全で好ましい地域の生活環境をつくる実践活動をする
とともに、本会事業への積極的な協力・参加に努める。

第２条 生活安全委員会の活動は次のようなものが考えられる。
１．学校と連携をとりながら、地域における生徒の生活指導並びに環境整備に関
する活動

(1) 生徒指導方法等についての研修に関すること
(2) 非行防止に関すること
(3) 学校及び地域との連携による情報収集に関すること
(4) 子ども会育成会活動への援助・協力に関すること等

２．交通安全に関する活動

(1) 正しい交通指導に関すること
(2) 通学路の点検と整備改善に関すること等

３．心と体の健康教育に関すること
第３条 生活安全委員会の会議は、なるべく定期的に開催し継続させていくことが望ま

しい。なお、必要に応じて本部役員に出席を求めることができる。

第４章 研修委員会細則
第１条 本会目的達成のため、会員の資質向上に関する研修の実施及び調査研究等を推

進するとともに、本会事業への積極的な協力・参加に努める。
第２条 研修委員会の活動は次のようなものが考えられる。

１．会員相互の研修を推進する活動
(1) 学校教育の理解に関すること
(2) 家庭教育、地域のあり方を学習すること
(3) ＰＴＡのあり方を学習すること等

２．調査研究に関する活動
(1) ＰＴＡの組織と運営に関すること

(2) 教育等の実態に関すること 等
第３条 研修委員会の会議は、なるべく定期的に開催し継続させていくことが望ましい。

なお、必要に応じて本部役員に出席を求めることができる。

第５章 広報委員会細則
第１条 本会目的達成のため、ＰＴＡ活動等を広報することによって、会員の意識高揚

と事業推進を図ることを目的とするとともに、本会事業への積極的な協力・参加
に努める。
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第２条 広報委員会の活動は次のようなものが考えられる。
１．ＰＴＡ新聞の発行に関する活動

(1) 企画・取材・編集・渉外活動に関すること
(2) アンケート・座談会・行事の記録に関すること等

２．新しい広報・コミュニケーション手法に関する活動
(1) ホームページ運用に関すること

第３条 広報委員会の会議は、定期的に開催し継続させていくことが望ましい。なお、

必要に応じて本部役員に出席を求めることができる。

第６章 表彰並びに慶弔に関する細則
第１条 本会運営に特別功労のあった場合は感謝状及び記念品を贈り感謝の意を表する。
第２条 本会員で不幸のあった場合は次の基準により弔意を表し、代表者が会葬する。

１．会員及び生徒死亡の場合は、金１０，０００円を香料とする。
２．校務上に起因する場合等については、本部役員会で協議し決定する。

第３条 本部役員及び教職員が転出・退職する時は、記念品等を贈り感謝の意を表する。
２．校長の場合は掲額式を行う。

第４条 この慶弔にたいしては一切返礼を受けないものとする。

第５条 この規定以外において必要が生じた場合、本部役員会で協議し決定する。

（別表①）専門活動部会委員長（学区選出理事）ローテーション

年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度委員長

研修委員長 赤 麻 三 鴨 藤 岡 赤 麻

生活安全委員長 藤 岡 赤 麻 三 鴨 藤 岡

広報委員長 三 鴨 藤 岡 赤 麻 三 鴨

（別表②）学級委員の学区別所属専門活動部会

組 １組 ２組 ３組 ４組
学 区

藤 岡 生活安全 広 報 研 修 生活安全

三 鴨 研 修 生活安全 広 報 研 修

赤 麻 広 報 研 修 生活安全 広 報

附 則

１ 本ＰＴＡ会則並びに細則は、従前の会則・細則、教育後援会会則、慶弔規定を
再改編したもので、平成１５年５月１２日より実施する。
ただし、会則第１０条２号の適用は平成１６年度から、また、広報委員会細則

第２条の適用については平成１８年度より実施する。

２ 本会則は平成２２年４月２８日より実施する。
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◆ 平成２９年度 学年・学級 生徒数 （ 平成29年４月１日現在 ）

学年 組 １組 ２組 ３組 ４組 特別支援 合計

担任 石塚 椎名 松井稔 川又

１ 男子 １４ １４ １５ ２ ４５

学 女子 １７ １７ １８ １ ５３

年 合計 ３１ ３１ ３３ ３ ９８

Ｐ会員数 ２４ ２５ ２５ １ ７５

担任 長島 渋江 須見 川又 松井良

２ 男子 １４ １６ １６ １ １ ４８

学 女子 １８ １８ １７ ０ ０ ５３

年 合計 ３２ ３４ ３３ １ １ １０１

Ｐ会員数 ２８ ３０ ３１ １ １ ９１

担任 篠 浅川 矢口 山﨑 川又 松井良

３ 男子 １５ １４ １３ １４ １ ３ ６０

学 女子 １５ １６ １５ １５ １ ０ ６２

年 合計 ３０ ３０ ２８ ２９ ２ ３ １２２

Ｐ会員数 ３０ ３０ ２８ ２８ ２ ３ １２１

Ｐ会員数 ８２ ８５ ８４ ２８ ４ ４ ２８７

学 年 １ 学年 2学年 3学年 特別支援 全生徒数

男 ４３ ４６ ５６ ８ １５３

女 ５２ ５３ ６１ ２ １６８

合 計 ９５ ９９ １１７ １０ ３２１


